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報告書に係る新旧対照表 

№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 表紙   

１ － 中間報告書 最終報告書 【必然】 

２ － 

－ イラスト追加 

 ① 中央部＝委員会の合議体 

 ② 下部＝本市のまち 

【意見１審議結果】 

・前提 基本的に執行機関で条文化の際、 

 ① 定義を設ける。 

 ② 言葉を柔らかくするなど留意する。 

・最終報告書 

 ① 定義の項目 

  ア 協働の意味 

  イ その他定義すべき用語及び簡易な意味 

 ② 初出の部分に注釈。 

 凡例   

３ － 

４ ＜その他の意見＞には、≪方針≫の内容に

は盛り込まなかったものの、その項目の審議

の際、当委員会の会議において出た意見を記

載しています。 

４ ＜その他の意見＞には、≪方針≫の内容に

は盛り込まなかったものの、当委員会の会議

での意見や各主体から出た意見を記載してい

ます。 

なお、意見の後の括弧書きには、意見を出

した主体名を記載しています。 

 （括弧書きがないものは、当委員会の会議で

の意見です。） 

【提案】 

委員会として審議した視点を明らかにするため 

 はじめに   

４ － 

当市 本市 【提案】 

字句の修正（当市、本市、弘前市を統一） 

 本＝今問題にしているそのものの意。自分の

属している意に用いることが多い。 

 当＝名詞に冠して、「その」、「この」、「今の」

などの意を示す後。 

５ － 
最終報告書までの活動内容（略） ① 中間報告書提出後の具体的活動内容（略） 

② 協力者への御礼（略）（新） 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 目次   

６ － 

－ ① 頁ずれの修正、② 項目名の変更 

③ 項目の追加 

 ＝ 中間報告書の主な変更点及びその理由 

【必然】 

①、② 内容変更に伴うもの 

③ 当初の会議における決定事項 

 （裏）   

７ －  市民憲章の追加 【提案】前文にフレーズを取り込んでいるため 

 【Ⅰ 自治基本条例の必要性】   

 １ 必要性の有無/Ｐ１（最終報告書の頁番号）   

８ － 

  【意見２再審議】 

審議保留としていたため（最後に第 25 回会議参

考資料２ Ｐ１の表を縦横視点で審議） 

 ２ その理由/Ｐ１   

９ － 

  【意見３再審議】 

意見２同様審議保留としていたため 

注 再提案有 

 【Ⅱ 条例の題名、体系等】   

 １ 題名/Ｐ２   

１０ － 

－ その他の意見の凡例追加（新） 【提案】 

方針に反映していないということを明確にす

るため、表紙裏の凡例以外にも、初出部分に加

えようとするもの 

１１ その ａ 協働を分かり易く・・・ ａ 協働を分かりやすく・・・ 【必然】常用漢字外のため 

１２ 注 
（注） 本報告書は、諮問に対する中間報告書

である・・・ 

（注） 本報告書は、諮問に対する答申（最終

報告書）である・・・ 

【必然】 

１３ － － 協働の用語の意義を注釈で追加（新） 【意見１審議結果】№２の理由参照 

 ２ 体系/Ｐ３   

１４ 方針  項目名の変更（略） 【必然】内容変更に伴うもの 

１５ その ・・・１つの括りとした・・・ ・・・１つのくくりとした・・・ 【必然】常用漢字外のため 

 ３ 条文の形式（文体）/Ｐ４   

１６  新たな理由等に伴う変更なし  
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 【Ⅲ 自治基本条例に盛り込むべき項目及びその内容】  

 １ 前文/Ｐ５   

１７ 方針 

  【意見４再審議】 

次の内容で仮決定済だが、最後に審議 

⇒変更しない。 

 理由 郷土愛は、あくまでも「まちづくりの

担い手の育成」のためで、市外の人々にも

郷土愛を育んでもらおうというものではな

い。 

   また、市外の人々については、あくまで

も弘前のまちづくりをどうするのかという

部分で、主体となる市内の人だけでなく、

市外の人々の意見等を参考にしようとする

もの。 

１８ 解説 

・・・弘前市民憲章にある「あずましい・・・ ・・・弘前市民憲章（※ 目次の裏の頁に掲載

しています。）にある「あずましい・・・ 

【提案】 

表紙の裏に市民憲章を掲載する場合、リンク

させるもの 

１９ － 
－ 「コミュニティ」、「市民」等の用語の意義は、

８頁定義に掲載している旨の注釈追加（新） 

【意見１審議結果】№２の理由参照 

 ２ 総則/Ｐ７   

 (1) 目的/Ｐ７   

２０ 解説 

この項目では、この条例の内容やねらいを簡

潔に表現し、この条例により目指すところ、条

例制定による最終目的を伝えることが重要であ

ると考えます。 

その内容については、前文や基本理念との整

合性に十分配慮し、市民の幸せな暮らしを実現

することとしていますが・・・ 

この項目では、この条例の内容やねらいを簡

潔に表現し、この条例により目指すところ、条

例制定による最終目的を伝えることが重要であ

ると考えます。 

その最終目的については、前文や基本理念と

の整合性に十分配慮し、市民の幸せな暮らしを

実現することとしていますが・・・ 

【提案】 

 分かりやすくするため 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 (2) 定義/Ｐ８   

２１ 方針 

具体的に定義すべき用語を指定することはし

ませんが、主体の「市民」＝「市内に居住する

全ての者」など、国語的又は社会通念上の解釈

に比べ、当該用語の意味に広狭の幅があり、こ

の条例の解釈上疑義が生じるおそれがあるもの

については、定義規定において、用語の意義を

定めるべきであると考えます。 

主体の「市民」＝「市内に居住する全ての者」

など、国語的又は社会通念上の解釈に比べ、当

該用語の意味に広狭の幅があり、この条例の解

釈上疑義が生じるおそれがあると思われる次に

掲げるものについては、定義規定において、用

語の意義を定めるべきであると考えます。 

 ① 協働 ・・・ 

【意見 15～20 審議結果】 

定義は、執行機関一任だが、協働の意味は、

次に留意し定義する。 

 ① 協働の原則の内容を基本とするが、「全て

の主体」＝市民・議会・執行機関 

 ② 初出の部分で注釈も付す。 

※ 意見 15 イ「まちづくり」は定義せず、意見

19 ア「市」のとらえ方は変更しない。 

注１ 定義する用語に過不足はないか。 

   （参考資料１のＡ、Ｂはいずれか選択） 

注２ 定義する用語の意義は、問題ないか。 

２２ 解説 

各主体の範囲、名称についても議論するなど、

当委員会において、条例化に必要であると思わ

れる内容は審議しましたが、その中のどの用語

を定義規定に盛り込むかといった部分は、技術

的な要素が多く含まれていることから、あえて

指定せず、執行機関で作成する条例素案の審議

の際に確認することとしています。 

（参考）各主体のイメージ図 

（各主体の範囲は、13頁３ 主体とその役割

等（1）主体に記載しています。） 

  （イメージ図略：議会等、執行機関等） 

この条例に関する事項を審議するに当たり、

各主体の範囲や基本理念に位置付けている協働

等の意義に関する議論は欠かせないことから、

十分に議論し、この報告書を分かりやすくする

ためにも、その議論の結果を定義として盛り込

んでいます。 

今後、実際に条文化するに当たっても、その

内容を分かりやすくするためには、この定義と

いう項目は、非常に重要であると考えます。 

（参考）各主体のイメージ図 

（各主体の範囲は、14 頁３ 主体とその役割

等（1）主体にも記載しています。） 

 （イメージ図略：議会、執行機関） 

【意見 15～20 審議結果の関連】 

 ≪方針≫の変更に伴うもの 

 (3) 条例の位置付け/Ｐ１０   

２３ 方針 

ウ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃、

各種計画の策定及び変更等に当たり、この条

例の趣旨を尊重しなければならないものとし

ます。 

ウ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃、

各種計画の策定及び変更等に当たり、この条

例の趣旨を尊重するものとします。 

【意見 24審議結果】 

委員会としては、この条例を最高規範とする

ものではなく、各主体ができる限り尊重してい

こうというものであることを明確にするため 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

２４ キー 
➤３ （中略）趣旨を尊重しなければならない ➤３ （中略）趣旨を尊重する 【意見 24審議結果の関連】 

≪方針≫の変更に伴うもの 

２５ 解説 

ａ ≪方針≫ア 

自治基本条例は、一般的に自治体の憲法、

まちづくりの最高規範となるものであると言

われていますが、効力的に優越させるのでは

なく、あくまでもまちづくりの基本的な設計

図、基本となるものとしてとらえるべきであ

ると考えます。 

ｂ ≪方針≫イ及びウ 

この条例は、まちづくりの基本として位置

付けるべきものであることから、市民等にあ

っては、まちづくりにおいて最大限にその趣

旨、精神を尊重するように努め、市にあって

は、条例、総合計画はもちろん、その他の各

分野に関する計画など、行政運営全般におい

て、常にこの条例の趣旨、精神を尊重すべき

であると考えます。 

ａ ≪方針≫ア 

自治基本条例を最高規範として位置付けて

いる自治体も見受けられますが、本市で制定

しようとする条例は、効力的に優越させるの

ではなく、あくまでもまちづくりの基本的な

設計図、基本となるものとしてとらえるべき

であると考えます。 

ｂ ≪方針≫イ及びウ 

この条例に基づくまちづくりを進めるため

には、単に基本として位置付けるだけではな

く、市民等にあっては、まちづくりにおいて

最大限にその趣旨、精神を尊重するように努

め、市にあっては、条例、総合計画はもちろ

ん、その他の各分野に関する計画の策定等に

おいて、常にこの条例の趣旨、精神を尊重す

ることが重要であると考えます。 

同上 

 (4) 基本理念/Ｐ１１   

２６  新たな理由等に伴う変更なし  

 (5) 基本原則/Ｐ１２   

２７ 方針 

④ 参加・環境づくりの原則 

市民等にあっては、それぞれの環境に応じ、

主体的にまちづくりに参加するように努め、

市にあっては、まちづくりに参加する機会を

設けるとともに、それに参加し易い環境づく

りに努め、執行機関にあっては、必要に応じ、

そのための支援を行うものとします。 

④ 参加・環境づくりの原則 

○ 市民等は、それぞれの環境に応じ、主体

的にまちづくりに参加するように努めま

す。 

○ 市は、まちづくりに参加する機会を設け

るとともに、それに参加しやすい環境づく

りに努めます。 

○ 執行機関は、必要に応じ、市民等が主体

的にまちづくりに参加するための支援を行

うものとします。 

【意見 34審議結果】 

 １文で記載するのではなく、分けて記載する

ことで、分かりやすくするため 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 ３ 主体とその役割等/Ｐ１４   

 (1) 主体/Ｐ１４   

２８ 方針 
③ 子ども 市内に居住する小中高生 ③ 子ども 市内に居住する義務教育諸学校の

児童若しくは生徒又は高等学校等の生徒 

【意見 43審議結果】 

 簡潔かつ的確な表現とするため 

２９ 解説 

ｃ ≪方針≫ア② 

学生は、弘前の特性であり、まちづくりの

主体として大いに期待できるため、主体とし

て位置付けています。 

ｃ ≪方針≫ア② 

市内外から通う学生の多さは、本市の特性

であるとともに、学生自体、若く、各自様々

な専門分野で学んでいるなど、多様な力を秘

めており、特に個性的な主体であると考えま

す。 

それらのことから、学生は、積極的にまち

づくりにかかわって欲しいという期待を込

め、市外から通う学生も含めて、主体として

位置付けています。 

【意見 46審議結果】 

 学生の範囲を特例としている理由を明確にす

るため 

３０ 解説 

ｅ 「学生」と「子ども」は、年齢でくくるよ

りも、大学生、高校生等のくくり方の方がそ

れぞれの特殊性、役割をイメージし易いため、

それらの用語としています。 

ｅ 「学生」と「子ども」は、年齢でくくるよ

りも、学校等のくくり方の方がそれぞれの特

殊性、役割をイメージしやすいため、それら

の用語としています。 

【必然・提案】 

方針③の変更に伴うもの 

 (2) 主体の役割等/Ｐ１６   

 ア 市民の役割/Ｐ１６   

３１ 項目 市民の役割等 市民の役割 【必然】方針③の変更に伴うもの 

３２ 方針 

市民の役割等は、次の・・・（中略） 

③ 安心安全に地域で暮らしていける権利を有

すること。 

市民の役割は、次の・・・（中略） 

③ 地域において安心安全に暮らしていけるよ

うに、自らがその環境づくりに取り組むよう

努めること。 

【意見 53審議結果】 

 権利は当然であり、その権利を持った上で、

市民として何をすべきかを書いた方がいいため 

注 意見 53 修正案「まずは」は削除 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

３３ 解説 

ｄ ≪方針≫③ 

市民は、≪方針≫①及び②の役割だけでな

く、安心安全に地域で暮らしていける権利を

有しており、そのような環境を自らつくると

いうこともありますが、そのようにすべきな

のは、執行機関及び議会であると考えます。 

ｄ ≪方針≫③ 

市民は、≪方針≫①及び②の役割だけでな

く、安心安全に地域で暮らしていける権利を

当然に有しておりますが、より一層の向上を

図るためには、市民として自らがその環境づ

くりに取り組むよう努めるという重要な役割

があると考えます。 

【意見 53審議結果の関連】 

方針③の変更に伴うもの 

 イ 学生の役割/Ｐ１８   

３４  新たな理由等に伴う変更なし  

 ウ 子どもの権利等/Ｐ１９   

３５ 項目 ウ 子どもの権利 ウ 子どもの権利等 【必然】方針の変更に伴うもの 

３６ 方針 

子どもは、将来のまちづくりの担い手として、

まちづくりに参加する権利を有し、その機会を

通じて、まちへの愛着心及び主体的に考える力

を育む権利を有するものとします。 

子どもは、将来にわたりまちづくりの担い手

となることから、次に掲げる権利等を有するも

のとします。 

① まちづくりに参加する権利 

② まちへの愛着心及び主体的に考える力を

育む機会を与えられる権利 

③ まちづくりにかかわり、その経験を積む

こと。 

【意見 63審議結果】 

安心して参加してもらうための権利で、それ

を支えるのが市民という考えであるため、権利

を削除することはしないが、読み手にとって分

かりやすくするために役割を追加するもの 

注１ 意見 63修正案①「できる限り」を削除 

注２ 【提案】意見 63 修正案①→③とし、他を

繰り上げ（考え方として権利があって・・・） 

３７ キー 
－ ➤４ 経験を積む（キーワード追加（新）） 【意見 63審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

３８ 解説 

子どもは、まちづくりの担い手としてしっか

りと位置付け、積極的に意見を吸い上げる機会

を設けていくべきであると考えます。 

そうしたことから、その機会を保障するとと

もに、実際に子どもの参加を促すためにも、ま

ちづくりに参加する権利として位置付け、子ど

もはその権利の行使、大人はその権利を尊重す

るといった関係性でまちづくりを進める必要が

あると考えます。 

また、人材育成にもつながるような一文をこ

の条例に盛り込みたいと考え、そのような内容

としています。 

子どもは、まちづくりの担い手としてしっか

りと位置付け、積極的に意見を吸い上げる機会

を設けていくべきであると考えます。 

そうしたことから、①及び②のように、まち

づくりへの参加などを権利として位置付けるこ

とにより、子どもに安心感を与えて、まちづく

りへの参加を促し、大人はそれを支えるといっ

た関係性でまちづくりを進めていく必要がある

と考えます。 

一方で、子どもは、まつりへの自主的な参加

や子どもの声として求められる機会も増えてき

ており、既に担っている役割もあると考えます。 

従って、そのまちづくりへのかかわりを大切に

し、子どもが考えて大人が気付かされるという

いいまち、そして、その経験を人材育成にもつ

なげたいという思いを込めて、③のような内容

としています。 

【意見 63審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【意見 7審議結果】 

  反映部分はこの部分のみ 

 エ コミュニティの役割/Ｐ２０   

３９  新たな理由等に伴う変更なし  

 オ 事業者の役割/Ｐ２２   

４０ 解説 

ｂ ≪方針≫② 

危機管理に関係した大量の物資提供など、

市民に安心感をもたらす役割も担っていると

考えます。 

ｂ ≪方針≫② 

災害時における物資の確保等についての協

力あっ旋など、市民に安心感をもたらす役割

も担っていると考えます。 

【意見 71審議結果】 

 物資提供に限らず、様々な内容で協定を締結

しているため 

 カ 議会等の役割/Ｐ２３   

４１ 項目 カ 議会等の役割 カ 議会の役割 【必然】主体の範囲の考え方を変更したため 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

４２ 方針 

カ－１ 議会の役割は、次のとおりとします。 

① 審議・議決機関としての機能を果たすこ

と。 

② 政策提案及び議案提出権を行使するこ

と。 

③ ①、②に定めるもののほか、法令等に定

められている権限を行使すること。 

④ 議会の活動内容を市民等に対して、積極

的に情報提供し、５ まちづくりの仕組み

(1) 行政運営キ 説明責任≪方針≫②に規

定する説明責任を果たすこと。 

カ－２ 議員の役割は、次のとおりとします。 

 ⑤ まち全体の発展を考え、そのための活動

をすること。 

 ⑥ 議案の賛否を明らかにし、その理由を説

明すること。 

カ－３ 議会事務局職員の役割は、次のとおり

とします。 

 ⑦ 議会の役割が全うされるよう全力を挙げ

て職務を遂行すること。 

カ－１ 議会の役割は、次のとおりとします。 

① 審議・議決機関としての機能を果たすこ

と。 

② ①に定めるもののほか、法令等に基づき

行うことができる行為を有効に活用するこ

と。 

③ 議会の活動内容を市民等に対して、積極

的に情報提供し、５ まちづくりの仕組み

(1) 行政運営キ 説明責任≪方針≫②に規

定する説明責任を果たすこと。 

カ－２ 議員の役割は、次のとおりとします。 

 ④ まち全体の発展を考え、そのための活動

をすること。 

 ⑤ 政策の提案及び議案の提出を行うこと。 

 ⑥ 議案の賛否を明らかにし、その理由を説

明すること。 

カ－３ 議会事務局の職員の役割は、次のとお

りとします。 

 ⑦ 議会の役割が全うされるよう全力を挙げ

て職務を遂行すること。 

【意見 72審議結果】 

・旧②→新⑤ 

 この権限は、議会の委員会及び議員ともに有

する者であるが、いずれもその行使のはじまり

は、議員であるため 

・新②、新⑤の表現 

 （権限として有しており、あとは解釈の仕方

という面もあるが、）修正案の方が柔らかい表現

であるため 

４３ キー 

➤２ 政策提案 

➤３ 議案提出権 

➤４ 説明責任 

カ－２ 

➤５ まち全体の発展 

➤２ 説明責任 

カ－２ 

➤３ まち全体の発展 

➤４ 政策の提案及び議案の提出 

【意見 72審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

４４ 解説 

ｃ ≪方針≫②（ｆへ） 

執行機関だけではなく、議会も市民と密接

なかかわりがあることから、政策提案や議案

提出権も有していることをこの条例で明確に

することが重要であると考えます。 

 ◯参考：地方自治法（抜粋）（略） 

ｄ ≪方針≫③（ｃへ） 

議会は、方針①及び方針②以外にも法令等

による権限を有していることから、それらを

しっかりと行使し、議会独自の立場で、まち

づくりに寄与することが重要であると考えま

す。 

ｅ ≪方針≫④（ｄへ） 

全国的に、市民から負託を受ける議員個人

の考え方、活動が見えづらいという傾向があ

るため、議員個人で説明責任を果たすほか、

議会としても透明性を確保する必要があると

考えます。 

その具体的な方法は、仕組みとして「５ ま

ちづくりの仕組み(1) 行政運営キ説明責任」

へ記載しています。 

ｆ ≪方針≫⑤（ｅへ） 

地域の代表という側面もありますが、市全

域の代表で、市全体のことを考えなければい

けないという役割があるため、そのことをこ

の条例で明確にする必要があると考えます。 

ｃ ≪方針≫② 

議会は、方針①以外にも法令等による権限

を有していることから、それらを有効に活用

し、議会独自の立場で、まちづくりに寄与す

ることが重要であると考えます。 

ｄ ≪方針≫③ 

全国的に、市民から負託を受ける議員個人

の考え方、活動が見えづらいという傾向があ

るため、議員個人で説明責任を果たすほか、

議会としても透明性を確保する必要があると

考えます。 

その具体的な方法は、仕組みとして「５ ま

ちづくりの仕組み(1) 行政運営キ説明責任」

へ記載しています。 

ｅ ≪方針≫④ 

地域の代表という側面もありますが、市全

域の代表で、市全体のことを考えなければい

けないという役割があるため、そのことをこ

の条例で明確にする必要があると考えます。 

ｆ ≪方針≫⑤ 

執行機関だけではなく、議会も市民と密接

なかかわりがあることから、政策の提案や議

案を提出することができることをこの条例で

明確にすることが重要であると考えます。 

 ◯参考：地方自治法（抜粋）（略） 

【意見 72審議結果の関連】 

（移動、表現の変更ともに）方針の変更に伴う

もの 

    



H26.3.10（月）開催 弘前市自治基本条例市民検討委員会第 29回会議参考資料１【審議前】 11 

 

№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 キ 執行機関等の役割/Ｐ２５   

４５ 項目 キ 執行機関等の役割 キ 執行機関の役割 【必然】主体の範囲の考え方を変更したため 

４６ 方針 
④ 分かり易い組織とすること。 ④ 市民にとって分かりやすい組織とするこ

と。 

【意見 74イ審議結果】 

これまでの議論の結果がより明確となるため 

４７ 方針 キ－２ 職員の役割は、次の・・・ キ－２ 執行機関の職員の役割は、次の・・・ 【必然】主体の範囲の考え方を変更したため 

４８ 解説 

ｄ ≪方針≫④ 

どこの部署に行けば何ができるなど、市民

の立場に立ち、分かり易くする必要があると

考え、執行機関の役割として位置付けていま

す。 

ｄ ≪方針≫④ 

簡潔な組織名やどこの部署に行けば何がで

きるなど、市民の立場に立ち、分かりやすく

する必要があると考え、執行機関の役割とし

て位置付けています。 

【提案】 

課の分掌事務だけでなく、組織名など、あら

ゆるものが含まれているとを明確にするため 

 ４ 協働の推進/Ｐ２７   

４９ 方針 

市民等、議会等及び執行機関等は、協働のあ

り方を具体化したまちづくりの仕組みに取り組

むに当たっては、その仕組みを形式的に用いる

だけでなく、２ 総則(4) 基本理念等に定める

協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重するよう 

努めるものとします。 

市民等、議会及び執行機関は、協働のあり方

を具体化したまちづくりの仕組みを形式的に用

いるだけでなく、２ 総則(4) 基本理念等に定

める協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重する

よう努めるものとします。 

【意見 79審議結果】 

分かりやすく、簡潔なものとなるため 

 

・等＝【必然】主体の範囲の考え方を変更した

ため 

 ５ まちづくりの仕組み/Ｐ２８   

 (1) 行政運営/Ｐ２８   

 ア 総合計画/Ｐ２８   

５０ 解説 

ａ ≪方針≫① 

総合計画（基本構想）は、平成２３年の地

方自治法の一部改正に伴い、その策定義務が

なくなりましたが、当市の将来像を示すもの

であり、市長の改選等に左右されない、一貫

したまちづくりを進める意味からも非常に重

要なものであることから、今後も策定すべき

と考えます。 

ａ ≪方針≫① 

総合計画（基本構想）は、平成２３年の地

方自治法の一部改正に伴い、その策定義務が

なくなりましたが、本市の将来像を示すもの

であり、まちづくりを進める上で非常に重要

なものであることから、今後も策定すべきと

考えます。 

【意見 25後段、80審議結果】 

 総合計画の策定義務は無くなったが、市長が

誰になっても、策定すべきである、それぐらい

重要なものであるということがうまく伝わるよ

うな表現にするため 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

５１ その 

ａ 総合計画の策定について、審議会等で検討

する場合、その場に委員として議員が入るこ

とは、一般的な流れからして気になることで

ある。 

（削除し、その他の意見の意味を凡例だけでな

く、初出部分にも記載） 

【提案】 

 その他の意見の内容を当委員会として提案し

ていると誤解されているため 

 イ 財政運営/Ｐ２９   

５２ 方針 

② 執行機関は、継続的かつ安定的な行政サー

ビスを提供するため、中期的な財政収支の推

計を示す計画を作成し、それに基づき限られ

た財源の効率的な運用を図るなど、健全な財

政運営を維持しなければならないものとしま

す。 

③ 執行機関は、予算及び決算の要領、歳入歳

出予算の執行状況並びに財産の現在高その他

財政状況について、市民にとって分かり易い

内容で公表しなければならないものとしま

す。 

② 市長は、継続的かつ安定的な行政サービス

を提供するため、中期的な財政収支の推計を

示す計画を作成し、それに基づき限られた財

源の効率的な運用を図るなど、健全な財政運

営を維持しなければならないものとします。 

③ 市長は、予算及び決算の要領、歳入歳出予

算の執行状況並びに財産の現在高その他財政

状況について、市民にとって分かりやすい内

容で公表しなければならないものとします。 

【意見 81ア審議結果】 

 財務に関する権限は、首長に専属するもので

あるため 

 ウ 評価/Ｐ３１   

５３ 方針 

④ 市は、特に必要があると認めたときは、別

に定めるところにより、外部監査契約に基づ

く監査を求めることができるものとします。 

④ 市は、①に規定する達成度、妥当性等を評

価するために特に必要があると認めたとき

は、別に定めるところにより、外部監査契約

に基づく監査を求めることができるものとし

ます。 

【提案審議結果】 

 外部監査に関することを評価の項目に位置付

けることを明確にするため 

５４ 解説 

ｄ ≪方針≫④ 

事務事業等の進化・成長の一環として、専

門家視点による監査が必要な場合にあって

は、地方自治法に定める外部監査も導入して

欲しいと考え、その定めの念押しの意味合い

で、この条例に盛り込むべき内容としていま

す。 

ｄ ≪方針≫④ 

事務事業等の評価に当たり、専門家視点に

よる監査が必要な場合にあっては、地方自治

法に定める外部監査も導入して欲しいと考

え、その定めの念押しの意味合いで、この条

例に盛り込むべき内容としています。 

【提案審議結果の関連】 

同上 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

５５ － 

－ 弘前市アクションプラン２０１３のＰＤＣＡサ

イクルのイメージ図を追加（新） 

【提案】 

 解説ｂにおいて、ＰＤＣＡサイクルを用いて

いることから、その内容を分かりやすくするた

め 

 エ 意見、要望、苦情等への応答義務/Ｐ３３   

５６ 方針 

執行機関は、市政に関する意見、要望、苦情

等の応答に当たっては、速やかに事実関係を調

査し、誠実に受け答えするなど、誠意を持って

臨まなければならないものとします。 

市は、市政に関する意見、要望、苦情等の応

答に当たっては、速やかに事実関係を調査し、

誠実に受け答えするなど、誠意を持って臨まな

ければならないものとします。 

【意見 83審議結果】 

 議会においても、請願、陳情等への対応にお

いて、同様の姿勢が求められると思うため 

５７ 解説 

ａ 執行機関に対する意見等は、介入できない

もの、実現できないものなど、様々なものが

寄せられますが、その対応に当たっては、き

ちんと聞く姿勢、速やかな調査など、全体を

通じて誠意を持った対応が求められると考え

ます。 

ａ 執行機関に対する意見等は、介入できない

もの、実現できないものなど、様々なものが

寄せられますが、その対応に当たっては、き

ちんと聞く姿勢、速やかな調査など、全体を

通じて誠意を持った対応が求められると考え

ます。 

また、議会においても、請願、陳情等への

対応を含め、様々な議会活動において誠意を

持った対応が求められると考えます。 

【意見 83審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 

 オ 危機管理体制の確立/Ｐ３４   

５８ 方針 

市は、市民の生命と財産を守るため、市民等

及び関係機関と連携し、災害等に対する危機管

理体制の確立に努めなければならないものとし

ます。 

① 市は、市民の生命、身体及び財産を守るた

め、市民等及び関係機関と連携し、災害等に

対する危機管理体制の確立に努めなければな

らないものとします。 

② 市民は、自らの生命、身体及び財産を守る

ため、日頃から安全確保に努めるとともに、

市民相互の連携・協力体制の充実を図るよう

努めるものとします。 

①【意見 86 審議結果】 

 地方自治法やその他法令においても、「身体」

も入れ込んでおり、そのとおりであるため 

②【意見 87 審議結果】 

 自主防災組織の重要性が高まっている中で、

県内の組織率が課題となっていることから、そ

の充実につながって欲しいため 

５９ キー 

➤１ 市民の生命と財産を守る 

➤２ 危機管理体制の確立 

➤１ 市民の生命、身体及び財産を守る 

➤２ 危機管理体制の確立 

➤３ 市民相互の連携・協力体制の充実を図る 

【意見 86､87 審議結果の関連】 

方針の変更及び追加に伴うもの 
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６０ 解説 

市における災害等に備えた危機管理体制の確

立は、３．１１以降必要性が増しており、市民、

コミュニティ、事業者等と連携するとともに、

各主体においても担うべき役割があると考え、

仕組みとして位置付けています。 

災害等に備えた危機管理体制の確立は、東日

本大震災以降必要性が増していることから、≪

方針≫①には、市が主体となるものを仕組みと

して位置付け、≪方針≫②には、市民が主体と

なるものを仕組みとして位置付けています。 

なお、≪方針≫②の内容は、自助・共助を意

識した内容であるとともに、自主防災組織の充

実につながって欲しいという思いを込めた内容

としています。 

【意見 87審議結果の関連】 

方針の追加に伴うもの 

 

・３．１１⇒東日本大震災の変更は字句の整理 

 カ 市民力等の推進/Ｐ３５   

６１  新たな理由等に伴う変更なし  

 キ 説明責任/Ｐ３６   

６２  新たな理由等に伴う変更なし  

 ク 情報公開、情報提供等/Ｐ３８   

６３ 方針 

ク－３ 情報共有 

 ④ 市は、市民等と情報共有を図るため、収

集した公益的な情報を広く提供する等当該

情報を有効的に活用するものとします。 

ク－３ 情報共有 

④ 市は、市民等と情報共有を図るため、市

以外の者から収集した公益的な情報を広く

市民等に提供するものとします。 

【提案審議結果】 

 市の介在を明確にするとともに、有効活用す

るのは、市だけではないため 

６４ キー 
➤７ 収集した公益的な情報 ➤７ 市以外の者から収集した公益的な情報 【提案審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 

６５ 解説 

ｄ ≪方針≫④ 

情報共有は、市民参加の大前提となるもの

であることから、あらかじめ市が保有する情

報だけではなく、収集した情報の有効活用も

重要であると考えます。 

ｄ ≪方針≫④ 

情報共有は、市民参加の大前提となるもの

であることから、あらかじめ市が保有する情

報だけではなく、市以外の者から収集した情

報の有効活用も重要であると考えます。 

【提案審議結果の関連】 

方針の変更に伴うもの 

 ケ 個人情報保護/Ｐ４０   

６６  変更なし  

 コ 意見聴取手続/Ｐ４１   

６７  新たな理由等に伴う変更なし  
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 サ 附属機関の運営/Ｐ４２  

６８  新たな理由等に伴う変更なし  

 (2) 住民投票/Ｐ４３   

６９ 方針 

ア 市は、市政に関する重要事項について、直

接、住民の意見を確認するため、住民投票を

実施することができるものとします。 

イ 市民及び市は、アの規定により住民投票が

実施されたときは、その結果を尊重しなけれ

ばならないものとします。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、住民投票の

実施に関し必要な事項は、その都度、別に条

例で定めるものとします。 

ア 市は、市政に関する重要事項について、直

接、住民（ウの条例で定める者をいいます

。 ）の意見を確認するため、住民投票に係る

条例案を議会に提出することができるものと

します。 

イ 市は、住民投票の結果を尊重するものとし

ます。 

ウ ア及びイに定めるもののほか、住民投票の

実施に関し必要な事項は、その都度、別に条

例で定めるものとします。 

【意見 96審議結果】 

次のような誤解を招くようなおそれがあるため 

 ① 方針ア 

  ⇒ 市民が発議できない。 

   ∴ 市ができること＝条例案の提出 

  ⇒ 「住民の意見」の住民がまちづくりの

主体の市民と同じ範囲 

   ∴ 別な条例で定めることを明確に 

 ② 方針イ 

  ⇒ 結果の法的拘束力 

   ∴ 義務的な言い回し→断定的な（＋簡

潔な）言い回しへ変更 

７０ キー 

➤１ 市政に関する重要事項について～住民投

票を実施することができる 

➤２ 市民及び市は～結果を尊重しなければな

らない 

➤１ 市政に関する重要事項について～住民投

票に係る条例案を議会に提出することができ

る 

➤２ 市は～結果を尊重する 

【意見 96審議結果の関連】 

 方針の変更に伴うもの 
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

７１ 解説 

ａ ≪方針≫ア 

（中略） 

そうしたことから、この条例に盛り込まな

くても住民投票を実施することはできます

が、まちづくりにおいて、その主体が意思表

示をするための最終手段としてとらえ、この

条例に「実施できる」旨を明記することによ

り、まちづくりの仕組みの１つとして位置付

ける必要があると考えます。 

ｂ ≪方針≫イ 

条例に基づく住民投票の結果に、法的拘束

力を認めることはできないとする学説が大半

である中で、いかにして住民投票の結果に意

味合いを持たせるかを検討し、市民、議会及

び執行機関という各主体が結果を尊重すべき

であると考え、そういった趣旨を義務付ける

内容としています。 

ｃ ≪方針≫ウ 

住民投票の実施に当たっては、執行に要す

る経費の面からも十分な議論を経て、その必

要性をしっかりと見極めて実施すべきと考

え、当委員会としては、「その都度、別に条例

で定める」という表現をキーワードとし、そ

の案件に応じ、住民投票条例を制定するとい

う個別設置型の方法によることを提案してい

ます。 

ａ ≪方針≫ア 

  （中略） 

そうしたことから、この条例に盛り込まな

くても住民投票を実施することはできます

が、まちづくりにおいて、その主体が意思表

示をするための最終手段としてとらえ、この

条例に「住民投票に係る条例案を議会に提出

することができる」旨を明記することにより、

まちづくりの仕組みの１つとして位置付ける

必要があると考えます。 

ｂ ≪方針≫イ 

条例に基づく住民投票の結果に、法的拘束

力を認めることはできないとする学説が大半

であることから、あくまでもその結果を市が

尊重するという断定的な表現としています。 

ｃ ≪方針≫ウ 

  住民投票の実施に当たっては、制度全体に

関する法務管理や執行に要する経費の面から

も慎重かつ十分な議論を経て、最終的には、

議会においても同様の議論がなされ、その必

要性をしっかりと見極めた上で実施すべきと

考え、当委員会としては、「その都度、別に条

例で定める」という表現をキーワードとし、

その案件に応じ、住民投票条例を制定すると

いう個別設置型の方法によることを提案して

います。 

【意見 96審議結果の関連】 

 方針の変更に伴うもの 

 

・ｃ【提案】 

別条例委任の理由をより詳しく記載し、誤

解を招かないようにするもの） 

 (3) 市外の人々、国等との連携/Ｐ４５   

 ア 市外の人々との連携等/Ｐ４５   

７２  新たな理由等に伴う変更なし  

 イ 国等との連携/Ｐ４６   

７３  変更なし  
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 ウ 国際社会との交流及び連携/Ｐ４７   

７４  変更なし  

 ６ この条例の実効性の確保/Ｐ４８   

７５ 方針 

ア この条例に基づくまちづくりを着実に実行

するとともに、社会環境の変化に的確に対応

し、進化・成長するまちづくりを協働により

推進するため、この条例に関する審議会その

他の合議制の機関（以下「審議会」といいま

す。）を設置するものとします。 

ア 市長は、この条例に基づくまちづくりを着

実に実行するとともに、社会環境の変化に的

確に対応し、進化・成長するまちづくりを協

働により推進するため、この条例に関する審

議会その他の合議制の機関（以下「審議会」

といいます。）を設置するものとします。 

【提案審議結果】 

設置主体を明確にするため 

７６ 方針 

オ 市長は、審議会の委員の選任に当たっては、

５ まちづくりの仕組み(1) 行政運営サ 附

属機関の運営≪方針≫①の規定にかかわら

ず、公募を実施しなければならないものとし

ます。 

オ 市長は、５ まちづくりの仕組み(1) 行政

運営サ 附属機関の運営≪方針≫①の規定に

かかわらず、原則として審議会の委員の一部

を公募により選任しなければならないものと

します。 

【意見 99審議結果】 

 全ての委員を公募とするという誤解が生じる

おそれがあることから、その一部を公募による

ということを明確にするため 

７７ キー 
➤９ 公募を実施しなければならない ➤９ 委員の一部を公募により選任 【意見 99審議結果の関連】 

 方針の変更に伴うもの 

 （参考１）概要版/Ｐ５０   

７８  （略） （略） 【必然】方針の変更に伴うもの 

 （参考２）中間報告書の主な変更点及びその理由/Ｐ５７  

７９  

－ 追加（新）（略） 【提案】 

注１ 取り上げる項目 

注２ 変更理由 

 【Ⅳ 資料】   

 １ 弘前市自治基本条例市民検討委員会条例/Ｐ６０  

８０  

－ 注釈の追加（新） 【提案】 

Ｈ２６．４．１をもって、当委員会の根拠条

例が変わる可能性があるため 

 ２ 弘前市自治基本条例市民検討委員会 委員名簿/Ｐ６２  

８１  変更なし  
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№ 箇所 旧（中間報告書） 新（最終報告書案） 変更理由等 

 ３ 諮問書（写）/Ｐ６３   

８２  変更なし  

 ４ 調査審議の経過/Ｐ６４   

   (1) 会議の内容等/Ｐ６４   

８３  
－ 会議以外の内容を追加 

中間報告後の内容を追加 

【提案・必然】 

   (2) 会議等の様子/Ｐ６８   

８４  － 中間報告後の内容を追加 【必然】 

 ５ 今後のスケジュール/Ｐ７０   

８５  中間報告後のスケジュール（略） 最終報告後のスケジュール（略） 【必然】 

 裏表紙   

８６  
中間報告書 

平成２５年７月 

最終報告書 

平成２６年３月 

【必然】 

 


